
葛巻町農業委員会

第 17回総会議事録
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1 日 時 令和元年11月20日(水) 午後１時00分から午後１時58分

2 会 場 葛巻町役場 第４会議室

3 会議に付した議案

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請に対する可否の決定を求めることについて

議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見の決定を求めることについて

議案第３号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について

議案第４号 荒廃農地に係る非農地判断について

議案第５号 農地法の適用外証明願に対する可否の決定を求めることについて

報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出書の受理について

報告第２号 農地転用許可後の工事進捗状況報告書の受理について

4 出席委員

① 深 澤 進 ② 門 場 政 一 ③ 藤 森 康 隆

﨑④ 藤 岡 俊 策 ⑤ 川 美由起 ⑦ 落 宰 勝

⑧ 星 野 順 子 ⑨ 南 坂 スガ子

5 欠席委員

⑥ 久 保 淳

6 議事録署名委員

﨑④ 藤 岡 俊 策 ⑤ 川 美由起

7 書記(農業委員会事務局)

和 野 康 弘（事務局長）
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事務局長 ただ今から葛巻町農業委員会第17回総会を進めさせていただきます。

初めに深澤会長からご挨拶を頂戴し、引き続き総会に入っていただきたいと思います｡

よろしくお願いいたします。

〔あいさつ〕

会 長 ご苦労様です。

今朝、本格的な冬がやってきました。葛巻町内全域で路面凍結だったと思います。これから

ますます道路事情が悪くなると思います。交通事故等には十分に気を付けていただきたいと思

います。さらに寒さも増してきますので、体調管理にも気を付けて、風邪など引かないように

していただきたいと思います。

また、一昨日、滝沢市で地域農業マスタープランの実質化・実践推進大会が開催されまし

て、私と局長と、松浦農林環境エネルギー課長と参加をしてきました。あとで時間がありまし

たら、局長の方から内容についての説明をいただければと思います。よろしくお願いします。

〔開 会〕

議 長 それでは、総会に入ります。

ただ今から、葛巻町農業委員会第17回総会を開会いたします。

本日の出席委員は９名中８名で定足数に達しておりますので総会は成立いたします｡

なお、６番久保委員から欠席の連絡がありましたので、お知らせいたします。

本日の総会提出議案は、お手元に配付している議案書のとおりです。

《日程第１》

議 長 日程第１「議事録署名委員の指名」を行います。

﨑議事録署名委員は、４番藤岡委員、５番川 委員のお二人を指名いたします｡

また、会議書記は、事務局職員の和野事務局長を指名いたします。

《日程第２》

議 長 次に、日程第２「会期の決定」を行います。

会期は、本日１日と決定することにご異議ございませんか。

【「異議なし」の声】

議 長 異議なしと認め、会期は本日１日と決定いたします。

《日程第３》

議 長 次に、日程第３「会務報告」について事務局の説明を求めます。

【事務局長 挙手】

議 長 事務局長。

事務局長 はい。お手元の会務報告をご覧ください。

月 日 内 容 出 席 者

10月26日(土) 山ぶどうシンポジウム 会長
（グリーンテージ） 事務局長

11月 7日(木) 令和元年度岩手県農業委員会大会 会長ほか農業委員７名
（盛岡市都南文化会館「キャラホール」） 推進委員７名・事務局長
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11月11日(月) 令和元年度葛巻町農業者年金協議会視察研修 会長・藤岡委員
（山田町 震災復興等視察研修） 事務局長

11月14日(木) 現地確認調査 会長職務代理者・川崎委員
（町 内） 事務局長

11月18日(月) 岩手県地域農業マスタープラン実質化・実践推進 会長
大会 事務局長
（滝沢市 ビックルーフ滝沢）

以上でございます。

議 長 以上で説明が終わりました。

ただ今の報告について、何かご発言がございましたら、どうぞ。

【「なし」の声】

議 長 ないようですので、以上で日程第３「会務報告」を終わります。

《日程第４》

議 長 次に日程第４「議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請に対する可否の決定を求め

ることについて」を議題に供します。

この議案の１番の案件は、５番川崎委員が土地の譲受人の当事者となりますので、農業委員

会等に関する法律第31条「議事参与の制限」の規定により、議案説明前に退席をお願いいたし

ます。はじめに１番の審議に入りますので、５番川崎委員は退席をお願いいたします。

【５番川崎委員 退席】

議 長 それでは、「農地法第３条の規定による許可申請に対する可否の決定を求めることについ

て」のうち、１番の案件について、事務局より議案の説明を求めます。

【事務局長 挙手】

議 長 事務局長。

事務局長 議案書は１ページをご覧ください。１番の案件は、●●第●地割字●●の畑３筆 4,887㎡で

すが、●●●●●●●●の●●●●●さんの農地を、●●●●●地区の●●●●●さんが譲り

受けて耕作を継続するものです。申請地の位置図は７ページから９ページをご覧ください。●

●●●●号、●●地区方面から林道●●●●を約200ｍ、400ｍ、1ｋｍ北東にそれぞれ進んだ

ところにございます。調査書は３ページに各案件ごとに記載しておりますが、６番の農地法第

３条の許可要件となる同条第２項該当の有無については、第１号の全部効率要件から第７号の

地域調和要件まですべて該当しないため、問題ないものと認められます。

議 長 この事案は現地確認が行われております。

現地確認結果の報告を２番門場会長職務代理者にお願いします。

【２番門場会長職務代理者 挙手】

議 長 門場会長職務代理者。

２ 番 現地確認結果を報告します。

今回の案件の対象農地は草地で、売買による所有権移転です。立ち会っていただいた譲受人

によると、今後も草地として使用するとのことで、いずれも調査書に記載のとおり問題ないも

のと判断しました。

以上です。

議 長 以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑等ございましたらどうぞ。

【「なし」の声】

議 長 ないようですので、採決に移りたいと思いますが、ご異議ございませんか。
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【「異議なし」の声】

議 長 異議なしと認め、採決に移ります。

議案第１号「農地法第３条第１項の規定による許可申請に対する可否の決定を求めること

について」のうち、１番の案件について、原案のとおり許可相当と決定することに賛成の方

は挙手願います。

【挙手全員】

議 長 挙手全員です。

よって議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請に対する可否の決定を求めることに

ついて」のうち、１番の案件について、原案のとおり許可相当として県知事に意見を提出いた

します。

川崎委員は入室してください。

【５番川崎委員 入室】

議 長 次に日程第４「議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請に対する可否の決定を求め

ることについて」のうち、２番から５番の案件を議題に供します。

事務局より議案の説明を求めます。

【事務局長 挙手】

議 長 事務局長。

事務局長 議案書は１ページをご覧ください。２番の案件は、●●第●地割及び、第●地割字●●の畑

３筆と田２筆合わせて５筆 8,096㎡ですが、●●●●●●●●の●●●●●さんの農地を、●

●地区の●●●●さんが譲り受けて耕作を継続するものです。申請地の位置図は14ページをご

覧ください。●●●●●●●●付近の●●●●●号の西側に●●と平行して走っている●●に

接する農地でございます。調査書は10ページに各案件ごとに記載しておりますが、６番の農地

法第３条の許可要件となる同条第２項該当の有無については、第１号の全部効率要件から第７

号の地域調和要件まですべて該当しないため、問題ないものと認められます。

２ページをご覧ください。３番の案件は、●●第●地割字●●の田３筆 2,524㎡ですが、●

●●●●●●●の●●●●●さんの農地を、●●●地区の●●●●●●●●●●●●が譲り受

けて耕作を継続するものです。申請地の位置図は20ページをご覧ください。●●●から約200

ｍ北東へ位置した農地でございます。調査書は16ページに各案件ごとに記載しておりますが、

６番の農地法第３条の許可要件となる同条第２項該当の有無については、第１号の全部効率要

件から第７号の地域調和要件まですべて該当しないため、問題ないものと認められます。

議案書は２ページにお戻りください。４番の案件は、●●第●地割字●●の畑１筆、●●第

●地割字●●●の畑１筆合わせて２筆 14,244㎡ですが、●●●●●●●●の●●●●●さん

の農地を、●●地区の●●●●さんが譲り受けて耕作を継続するものです。申請地の位置図は

25ページと26ページをご覧ください。●●●●●●●●の裏手の農地と●●●から西へ約500

ｍの●●●●●●●に面した農地でございます。調査書は21ページに各案件ごとに記載してお

りますが、６番の農地法第３条の許可要件となる同条第２項該当の有無については、第１号の

全部効率要件から第７号の地域調和要件まですべて該当しないため、問題ないものと認められ

ます。

議案書は２ページにお戻りください。５番の案件は、●●第●地割字●●の田１筆 1,366㎡

ですが、●●●●●●●●の●●●●●さんの農地を、●●地区の●●●●さんが譲り受けて

耕作を継続するものです。申請地の位置図は31ページをご覧ください。●●●●●●●●●か

ら約200先の左手の農地でございます。調査書は27ページに各案件ごとに記載しております

が、６番の農地法第３条の許可要件となる同条第２項該当の有無については、第１号の全部効
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率要件から第７号の地域調和要件まですべて該当しないため、問題ないものと認められます。

なお、地区担当の市村推進委員から、特に意見等はない旨、報告を受けておりますので併せ

て申し添えます。

以上でございます。

議 長 この事案は現地確認が行われております。

現地確認結果の報告を２番門場会長職務代理者にお願いします。

【２番門場会長職務代理者 挙手】

議 長 門場会長職務代理者。

２ 番 現地確認結果を報告します。

今回の案件の対象農地はいずれも飼料畑と草地で、売買による所有権移転です。譲受人によ

ると、今後も飼料畑と草地として使用するとのことで、いずれも調査書に記載のとおり問題な

いものと判断しました。

以上です。

議 長 以上で説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑等ございましたら、どうぞ。

【「なし」の声】

議 長 ないようですので、採決に移りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

【「異議なし」の声】

議 長 異議なしと認め、採決に移ります。

議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請に対する可否の決定を求めることについ

て」のうち、２番から５番の案件について、原案のとおり許可相当と決定することに賛成の方

は挙手願います。

【挙手全員】

議 長 挙手全員です。

よって議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請に対する可否の決定を求めることに

ついて」のうち、２番から５番の案件について、原案のとおり許可相当として県知事に意見を

提出いたします。

《日程第５》

議 長 次に日程第５「議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見の決定

を求めることについて」を議題に供します。

事務局より議案の説明を求めます。

【事務局長 挙手】

議 長 事務局長。

事務局長 議案書は32ページをご覧ください。

今月の農地法第5条の第５条の許可申請は２件でございます。

１番の案件についてご説明いたします。農地の所在は、●●第●地割字●●で、●●●●

の●●●●さんの畑２筆 14,423㎡のうち1,750㎡でございますが、●●●●●●●●●が●

●●●●●●●●●●●の架け替え工事にあたり、下部工工事のための作業ヤード、資材置

場として使用するため、農地を一時転用するするものでございます。申請地の位置につきま

しては36ページをご覧ください。対象農地はこれまでの●●●●の●●●側でございます。3

8ページに本申請の平面図を添付しております。作業ヤード及び資材置場として使用するもの
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でございます。33ページの調査書をご覧ください。この案件について調査した内容をまとめ

たものでございますが、４番の農地転用許可基準からみた意見と理由にそれぞれ記載してい

るとおり、各項目とも許可要件を満たしていると認められるものです。

２番の案件についてご説明いたします。32ページにお戻りいただきたいと思います。農地

の所在は、●●第●地割字●●で、●●地区の●●●●さんの畑 112,706㎡のうち9,900㎡で

ございますが、●●●●●●●●●●が既存牛舎の老朽化に伴い、新たに牛舎等を建設し、

経営規模を拡大することから永久転用するものでございます。申請地の位置につきましては

42ページ、43ページをご覧ください。対象農地は既存牛舎の北側になります。43ページから

45ページに本申請の平面図を添付しております。牛舎１棟、スラリータンク１棟、ロール資

材置場として使用するものでございます。

39ページの調査書をご覧ください。この案件について調査した内容をまとめたものでござ

いますが、４番の農地転用許可基準からみた意見と理由にそれぞれ記載しているとおり、各

項目とも許可要件を満たしていると認められるものです。

なお、地区担当の市村推進委員と外山推進委員から、特に意見等はない旨、報告を受けて

おりますので併せて申し添えます。

以上でございます。

議 長 この事案は現地確認が行われております。

﨑現地確認結果の報告を５番川 委員にお願いします。

﨑【５番川 委員 挙手】

議 長 﨑川 委員。

５ 番 現地確認結果を報告します。

１番の案件は、橋梁工事に伴う作業ヤード及び、資材置場として一時的に使用するもので

す。工事にあたっては、隣接する農地との間にバリケードを設置するなど配慮してしている

ことなどから、農地の管理や農作物に与える影響はほとんど無いものと思われます。

２番の案件は、牛舎、スラリータンク、ロール等資材置場を整備するために永久転用する

ものです。申請のあった農地は、南側はのり面となっており、その下に既存牛舎があり、北

側は牧草地となっていることから、作業効率の向上が見込まれると共に、転用されても隣接

する農地の管理や農作物に与える影響はほとんど無いものと思われます。

このことから、いずれの案件も調査書に記載のとおり特に問題はないものと判断いたしま

した。

以上です。

議 長 以上で説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑等ございましたら、どうぞ。

【「なし」の声】

議 長 ないようですので、採決に移りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

【「異議なし」の声】

議 長 異議なしと認め、採決に移ります。

議案第２号「農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見の決定を求めることに

ついて」を原案のとおり許可相当と決定することに賛成の方は挙手願います。

【挙手全員】

議 長 挙手全員です。

よって議案第２号「農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見の決定を求める

ことについて」を原案のとおり許可相当として県知事に意見を提出いたします。
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《日程第６》

議 長 次に日程第６ 議案第３号「農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認に

ついて」を議題に供します。事務局より議案の説明を求めます。

【事務局長 挙手】

議 長 事務局長。

事務局長 議案書は46ページをご覧ください。はじめに所有権移転の案件についてご説明いたします。

●●第●地割字●●の畑944㎡は、先月の総会において、●●●の●●●●さんから公益社

団法人岩手県農業公社に所有権移転することでご承認いただいたところですが、今回、●●●

地区の●●●●●さんが売り渡しを受けるものでございます。なお、売買価格及び移転の時期

等は記載のとおりでございます。

議案書は47ページをご覧ください。次に、農業経営基盤強化促進法に基づく「利用権設定」

の農用地利用集積計画についての利用権設定に係る案件についてご説明いたします。

まず１番の案件は、●●第●地割字●●の田及び畑３筆と、●●第●地割字●●の田及び畑

３筆合わせて６筆 15,981㎡は、同地区の●●●●さんの農地で、●●地区の●●●さんに貸

し付けるもので、再設定の案件でございます。利用目的及び賃借料、貸借期間はいずれも記載

のとおりです。

次に２番の案件は、●●第●地割字●●●の畑４筆8,070㎡は、●●●●●●の●●●●さ

んの農地で、●●地区の●●●●さんに貸し付けるもので、再設定の案件でございます。利用

目的及び賃借料、貸借期間はいずれも記載のとおりです。

次のページをご覧ください。３番の案件は、●●第●地割字●●の畑２筆と●●第●地割字

●●の田及び畑４筆、●●第●地割字●●●の畑1筆 合わせて７筆15,188㎡は、●●地区の

●●●●●さんの農地で、●●地区の●●●●さんに貸し付けるもので、再設定の案件でござ

います。利用目的及び賃借料、貸借期間はいずれも記載のとおりです。

次に４番の案件は、●●第●地割字●●の田３筆6,694㎡は、●●地区の●●●●さんの農

地で、●●●地区の●●●●さんに貸し付けるもので、再設定の案件でございます。利用目的

及び賃借料、貸借期間はいずれも記載のとおりです。

次のページをご覧ください。５番の案件は、●●第●地割字●●の田２筆 1,979㎡は、●●

地区の●●●●さんの農地で、●●●地区の●●●●さんに貸し付けるもので、再設定の案件

でございます。利用目的及び賃借料、貸借期間はいずれも記載のとおりです。

次に６番の案件は、●●第●地割字●●の畑４筆 34,207㎡は、●●●●●●の相続人代表

●●●●さんの農地で、●●●地区の●●●さんに貸し付けるもので、再設定の案件でござい

ます。利用目的及び賃借料、貸借期間はいずれも記載のとおりです。

次に７番の案件は、●●第●割字●●の畑２筆 14,577㎡は、●●●●●●の相続人代表●

●●●さんの農地で、●●●地区の●●●さんに貸し付けるもので、再設定の案件でございま

す。利用目的及び賃借料、貸借期間はいずれも記載のとおりです。

議案書は50ページをご覧ください。８番の案件は、●●第●地割字●●の畑２筆13,167㎡

は、同地区の●●●●さんの農地で、●●地区の●●●●さんに貸し付けるもので、再設定の

案件でございます。利用目的及び賃借料、貸借期間はいずれも記載のとおりです。

次に９番の案件は、●●●●●の田３筆 4,055㎡は、●●●●●の●●●●さんの農地で、

●●地区の●●●●さんに貸し付けるもので、新規の案件でございます。利用目的及び、貸借

期間はいずれも記載のとおりです。

次に10番の案件は、●●●●●の田及び畑２筆 6,985㎡は、同地区の●●●●さんの農地

で、同地区の●●秋雄さんに貸し付けるもので新規の案件でございます。利用目的及び、貸借
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期間はいずれも記載のとおりです。

以上でございます。

議 長 以上で説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑等ございましたら、どうぞ。

【「なし」の声】

議 長 ないようですので、採決に移りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

【「異議なし」の声】

議 長 異議なしと認め、採決に移ります。

議案第３号「農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について」を、原

案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。

【挙手全員】

議 長 挙手全員です。

よって議案第３号「農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について」

は、原案のとおり決定いたします。

《日程第７》

議 長 次に日程第７「議案第４号 荒廃農地に係る非農地判断について」を議題に供します。事務

局より議案の説明を求めます。

【事務局長 挙手】

議 長 事務局長。

事務局長 議案書は、51ページからご覧ください。

農地・非農地の判断は、今年７月22日の農地法第30条第１項に規定する農地の利用状況調

査、いわゆる農地パトロールを行い、農林水産省経営局長通知の「農地法の運用について」

第４(1)に基づき判定していただくものでございます。１筆ごとの状況及び写真については、

先月の総会終了後にご説明しておりますので割愛させていただきます。

なお、先月の総会以降に再度精査いたしまして、対象者数は９戸、９筆。面積は27,375㎡

となるものでございます。

以上でございます。

議 長 以上で説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑等ございましたら、どうぞ。

【「なし」の声】

議 長 ないようですので、採決に移りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

【「異議なし」の声】

議 長 異議なしと認め、採決に移ります。

議案第４号「荒廃農地に係る非農地判断について」は９筆全てを「非農地」と判断すること

に賛成の方は挙手願います。

【挙手全員】

議 長 挙手全員です。

よって議案第４号「荒廃農地に係る非農地判断について」は９筆全てを「非農地」と判断す

ることに決定いたします。
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《日程第８》

議 長 次に日程第８「議案第５号 農地法の適用外証明願に対する可否の決定を求めることについ

て」を議題に供します。

事務局より議案の説明を求めます。

【事務局長 挙手】

議 長 事務局長。

事務局長 議案書は52ページをご覧ください。農地法の適用外証明願が１件提出されております。

この案件は、●●第●●地割字●●の畑 568㎡で、所有者は同地区の●●●●さんでござ

います。非農地となった事由は、昭和54年に 農地法第５条第１項の規定による許可申請を行

い、許可相当となった土地で、その後、自己住宅を建て、宅地として利用していますが、そ

の際、登記事務手続きに不備があり、現在、農地であることが判明したものでございます。

申請地の位置につきましては 54ページをご覧ください。当該土地は●●地区の●●●●の

隣でございます。

なお、地区担当の辰柳推進委員から、特に意見等はない旨、報告を受けておりますので併

せて申し添えます。

以上でございます。

議 長 この事案は現地確認が行われております。現地確認結果の報告を２番門場会長職務代理者に

お願いします。

【２番門場会長職務代理者 挙手】

議 長 門場会長職務代理者。

２ 番 現地確認の結果を報告します。

この案件は、宅地として現在も活用されており、農地としての再生は困難であると思われ

ます。よって、農地法の適用外証明は妥当なものと判断しました。

以上です。

議 長 以上で説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑等ございましたら、どうぞ。

【「なし」の声】

議 長 ないようですので、採決に移りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

【「異議なし」の声】

議 長 異議なしと認め、採決に移ります。

議案第５号「農地法の適用外証明願に対する可否の決定を求めることについて」を原案のと

おり決定することに賛成の方は挙手願います。

【挙手全員】

議 長 挙手全員です。

よって議案第５号「農地法の適用外証明願に対する可否の決定を求めることについて」は原

案のとおり決定いたします。

《日程第９》

議 長 次に日程第９「報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出書の受理について」

を議題に供します。

事務局より報告事項の説明を求めます。

【事務局長 挙手】
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議 長 事務局長。

事務局長 議案書は55ページをご覧ください。農地法第３条の３第１項の規定による届出書を受理し

ましたので、ご報告いたします。

11月５日に●●●●●●の●●●●さんからの届出で、相続登記が完了したことにより取

得したものです。地目、面積等は記載のとおりです。対象農地は、現在、飼料畑として利用

している状況です。

なお、受理通知書につきましては、11月15日に送らせていただいております。

また、地区担当の遠藤推進委員からは特に意見がない旨、報告を受けておりますのであわ

せて申し添えます。

以上でございます。

議 長 この事案は現地確認が行われております。

現地確認結果の報告を５番川崎委員にお願いします。

﨑【５番川 委員 挙手】

議 長 﨑川 委員。

５ 番 現地確認結果を報告します。

この事案は、５筆の農地が対象ですが、全て飼料畑として利用されていました。

以上です。

議 長 以上で説明が終わりました。質疑等ございましたら、どうぞ。

【「なし」の声】

議 長 ないようですので、以上で報告第１号を終了いたします。

《日程第10》

議 長 次に日程第10「報告第２号 農地転用許可後の工事進捗状況報告書の受理について」を議題

に供します。

事務局より報告事項の説明を求めます。

【事務局長 挙手】

議 長 事務局長。

事務局長 議案書は56ページをご覧ください。

今月は11件の工事進捗状況報告書を受理しましたので、ご報告いたします。

まず、１番の事案は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●が６月13

日に携帯電話基地局建設に伴い一時転用許可を受けた分の完了報告書が10月18日に提出され

ております。

次に２番の事案は、●●●●●●●●が６月20日に砂利採取に伴い一時転用許可を受けた

分の完了報告書が10月23日に提出されております。

次に３番の事案は、●●●●●●●●が６月20日に砂利採取に伴い一時転用許可を受けた

分の完了報告書が10月23日に提出されております。

次に４番の事案は、●●●●●●●●が５月21日に砂利採取に伴い一時転用許可を受けた

分の第１回の工事進捗状況報告が10月24日に提出されております。

次に５番の事案は、●●●●●●●●が５月21日に砂利採取に伴い一時転用許可を受けた

分の第１回の工事進捗状況報告が10月24日に提出されております。

次のページをご覧ください。６番の事案は、●●●●●●●●が８月９日に風況観測装置

設置に伴い一時転用許可を受けた分の第１回の工事進捗状況報告が11月５日に提出されてお
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ります。

次に７番の事案は、●●●●●●●●●●●●●●●が平成28年８月10日に風力発電設備

工事に伴い一時転用許可を受けた分の第４回の工事進捗状況報告が11月６日に提出されてお

ります。

次に８番の事案は、●●●●●●●●●●●●●●●が平成28年８月10日に風力発電設備

工事に伴い一時転用許可を受けた分の第４回の工事進捗状況報告が11月６日に提出されてお

ります。

次に９番の事案は、●●●が７月16日に●●●●●建設に伴い永久転用許可を受けた分の

第1回の工事進捗状況報告が11月８日に提出されております。

次に10番の事案は、●●●●さんが７月16日に牛舎等建設に伴い永久転用許可を受けた分

の第1回の工事進捗状況報告が11月８日に提出されております。

次に11番の事案は、●●●●さんが７月16日に牛舎等建設に伴い永久転用許可を受けた分

の第1回の工事進捗状況報告が11月８日に提出されております。

なお、各地区担当の推進委員さんから、特に意見はない旨、報告を受けておりますのであ

わせて申し添えます。

以上でございます。

議 長 この事案は現地確認が行われております。

現地確認の結果報告を２番門場会長職務代理者にお願いします。

【２番門場会長職務代理者 挙手】

議 長 門場会長職務代理者。

２ 番 現地確認結果を報告します。

１番は、携帯電話基地局建設に伴い一時転用することを許可相当と決定したものです。現

地は、基地局が完成しており、周囲の農地に支障がない状態で適切に管理されていることを

確認してまいりました。

２番及び、３番は、砂利採取による一時転用ですが、十分な埋め戻しが行われており、砂

利採取前の農地に復元されていることを確認して参りました。

４番及び５番は、砂利採取による一時転用の第１回の報告ですが、４番は現在、砂利採取

を実施している状況であり、５番は砂利採取が終了し、埋め戻しを行っている状況でした。

６番、７番、８番は、●●●●●●●●及び、●●●●●●●●●●●●●●●が、風況

観測装置及び、風力発電設備工事用地として一時転用することを許可相当と決定した案件の

報告ですが、それぞれ作業用道路等を整備し、現在も活用している状況でした。

９番は、●●●●●建設に伴う永久転用の案件の第1回の報告ですが、現在は基礎工事が完

了している状況でした。

10番、11番は、牛舎等建設に伴う永久転用ですが、現在はバンカーサイロが完成し、牛舎

建設箇所の整地作業を進めている状況でした。

いずれの案件も、周囲の農地に支障のない状態で、適切に管理されていることを確認して

参りました。

よって、いずれの届出内容も妥当であると判断いたしました。

以上です。

議 長 以上で説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑等ございましたら、どうぞ。

【「なし」の声】

議 長 ないようですので、以上で報告第２号を終了いたします。
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《日程第11》

次に日程第11「その他」ですが、委員の皆さんから何かございましたら、どうぞ。

議 長 【「なし」の声】

事務局からあれば、お願いします。

議 長 【「特にありません」の声】

ないようですので、「その他」を終了します。

議 長 以上で本日の日程がすべて終わりましたので、葛巻町農業委員会第17回総会を閉会いたしま

す。

上記の議事録は、書記が記載したものであるが、その内容が正確であることを証明するため、

ここに署名する。

令和元年11月29日

会 長

議事録署名委員

議事録署名委員


